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第４次男女共同参画基本計画の達成状況（抜粋） 

６ 生涯を通じた女性の健康支援 

＜主な施策＞ 

１ 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 

 ○ 「女性の健康の包括的な支援に向けた研究事業」において、女性の健康に関し、その

特性や女性をめぐる社会変化を踏まえた研究の推進。（厚生労働省） 

 ○ 女性の健康に関するホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」を開設し、多

くの女性が直面する疾病やライフステージごとの健康に関する情報について普及啓発を

推進。（厚生労働省） 

 ○ 特定健診・特定保健指導による検査値への影響及び医療費適正化効果について、平成

20 年度～平成 25年度のデータを男女別に分析し、平成 28年４月 13日の「第 19回保険 

者による健診・保健指導等に関する検討会」において報告。（厚生労働省） 

 ○ 「がん検診のあり方に関する検討会」において、がん検診の種類や検査項目、利益・不

利益、実施体制等について議論。受診率向上に向けて、市町村に対する補助事業を実施。

（厚生労働省） 

 ○ 医学教育においては、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力

を学修目標として提示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」を平成 29年３月に

改訂し、性差医療等の視点も含めたライフステージに応じた健康管理や健康問題に関す

る事項を新たに盛り込むなど、学修目標を充実。また、看護学教育においても、学生が

卒業時までに身に付けておくべき必須の看護実践能力修得を学修目標として提示した

「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」を平成 29 年 10 月に策定し、女性のライフ

サイクル各期の健康課題の理解などの学修目標を設けた。（文部科学省） 

 ○ 「健康日本 21（第二次）」において、栄養・食生活、喫煙、飲酒、こころの健康、休養

に関する具体的な目標値を設定するとともに、スマート・ライフ・プロジェクトにおけ

る民間企業等と連携した取組等を通じて、男女の生涯を通じた健康づくりの推進。（厚生

労働省） 

 ○ 妊娠・出産に関する事項について、「健康教育事業」で学校などでの性教育の実施や、

「女性健康支援センター事業」での妊娠・出産期の相談指導の実施、不妊や不育症につ

いて相談指導を行う「不妊専門相談支援センター事業」の取組を推進。（厚生労働省） 

 

２ 妊娠・出産等に関する健康支援 

 ○ 平成 28年度から、分娩施設が少ない地域において、新規に分娩施設を開設する場合に

財政支援を行うとともに、平成 29年度からは、産科医の確保が困難な医療機関に産科医

を派遣する場合の財政支援を行うなど分娩可能な産科医療機関等の確保に取り組んだ。

（厚生労働省） 

 ○ 妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、令和２年度末までに「子

育て世代包括支援センター」の全国展開、退院直後の母子に対する心身のケアや育児の

サポート等を通じて産後も安心して子育てができる支援体制を確保する産後ケア事業の

推進。（厚生労働省） 
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 ○ 医療機関内で、医師・助産師が役割分担及び連携して妊娠・出産を支援する院内助産

及び助産師外来の導入を推進するとともに、取組の一環として「院内助産・助産師外来

ガイドライン 2018」を作成。（厚生労働省） 

 ○ 労働者が職場における妊娠、出産等に関するハラスメント等を相談したこと等を理由

とした不利益取扱いの禁止等を盛り込んだ女性活躍推進法等の一部改正法が、第 198 回

通常国会で成立・公布（令和元年６月５日公布、令和２年６月１日一部施行）。（厚生労

働省） 

 ○ 不妊治療に係る近年の医学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資する適

切な支援の観点から、不妊治療に必要な費用の一部を助成する「不妊に悩む方への特定

治療支援事業」について、男性が不妊治療を行った場合についても助成の対象とするな

ど、助成対象範囲を見直し（男性への不妊治療助成へ平成 27年度から、それ以外は平成

28 年４月１日から完全施行）。（厚生労働省） 

 

３ 医療分野における女性の参画拡大 

 ○ 「医師の働き方改革に関する検討会」において、医師の勤務環境改善策について具体

的に議論を行い、報告書としてとりまとめた。（厚生労働省） 

 ○ 各医療機関が計画的に勤務環境改善に向けた取組を行う仕組み「医療勤務環境改善マ

ネジメントシステム」を創設し、これを支援する都道府県医療勤務環境改善支援センタ

ーを設置。（厚生労働省） 

 

４ スポーツ分野における男女共同参画の推進 

 ○ 「女性のスポーツ参加促進事業」に取り組み、女性のスポーツ実施率の向上のための

キャンペーン等を実施。（文部科学省） 

 ○ 女性アスリート特有の課題に対応した支援や、妊娠期、産後期、子育て期におけるト

レーニングサポートプログラム等を実施し、出産後の女性アスリートが子育てを行いな

がらトップアスリートとして競技を継続できるよう支援。（文部科学省） 

 ○ 「スポーツ団体ガバナンスコード」を策定し、スポーツ団体において選手及び指導者

等に対してコンプライアンス教育の実施及びコンプライアンス委員会の設置、運営を求

めた。また、スポーツ団体に対して女性理事の目標割合（40%以上）を設定し、その達成

に向けた具体的な方策を講じるとともに、適切な情報開示を行うことを求めた。（文部科

学省） 

 ○ コンプライアンスに関する現況調査や、スポーツ団体及びアスリート、指導者等が注

意すべき事項等を示したガイドラインの作成、スポーツ団体の組織運営に係る統一的な

評価指標を開発しモニタリングを実施。（文部科学省） 

 ○ セクシュアルハラスメントや性犯罪の防止に関する内容等を盛り込んだグットコーチ

育成のためのモデル・コア・カリキュラムを作成し、日本スポーツ協会による公認スポ

ーツ指導者養成において、同カリキュラムに基づく講習を実施。（文部科学省） 

 ○ 成長期の女性アスリートに対してトレーニング・栄養・心理などに関する医・科学サ

ポートや講習会を実施し、女性特有の課題について理解の促進を図った。（文部科学省） 

 ○ 女性アスリートの支えになる女性指導者の育成のため、女性がスポーツに取り組むに

あたっての課題に対する専門的知識を身に付けることができるよう、女性特有の身体的

特徴や意欲・ニーズなどに配慮した指導者向けのハンドブックを作成。（文部科学省） 
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７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

＜主な施策＞ 

１ 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

 ○ 平成 13 年度から毎年、11 月 12 日から 25 日までの間「女性に対する暴力をなくす運

動」を実施。平成 30年度は「セクシュアル・ハラスメント」を、令和元年度は「DV と児

童虐待との連携」をテーマに設定。（内閣府） 

 ○ 平成 30年７月に「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」を設置

し、令和元年 10月に、婦人保護事業の現状と課題を踏まえ、そのあり方について議論を

行い、中間まとめを公表。（厚生労働省） 

 ○ 引き続き、女性の人権問題に関する専用相談電話「女性の人権ホットライン」やイン

ターネット人権相談受付窓口を全国 50か所の法務局・地方法務局に設置し、相談内容に

応じた助言をしたほか、事案に応じ、人権侵犯事件としての調査・処理を実施。（法務省）  

○ 平成 29 年度に「男女間における暴力に関する調査」を実施し、平成 30 年３月に報告

書を公表。（内閣府） 

 

２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 

○ 現場の相談員に対する DV 対策と児童虐待対策の連携強化について研修を実施。（内閣

府） 

○ 「DV 等の被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」報

告書（令和元年５月）を公表し、令和２年度からパイロット事業を実施。（内閣府） 

○ 平成 27年度に「配偶者等に対する暴力の加害者更生に係る実態調査研究事業」を実施

し、平成 28 年３月に報告書を公表したとともに、平成 30 年度に「配偶者等からの暴力

の被害者支援における危険度判定に基づく加害者対応に関する調査研究事業」を実施し、

令和元年８月に報告書を公表。（内閣府） 

○ DV 相談ナビを運営するとともに、作成した広報用携帯カードを医療機関、公共施設等

に配布。（内閣府） 

○ 平成 31年３月に、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議において「児童虐待防止対

策の抜本的強化について」を決定。これを踏まえ、令和元年６月に、「児童虐待防止対策

の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 46 号、令和

元年６月 26日公布）により、配偶者暴力防止法を改正（令和２年４月１日施行）。（内閣

府、厚生労働省） 

○ 令和元年８月、地方公共団体に対し、要保護児童対策地域協議会の構成機関に配偶者

暴力相談支援センターに参画を求める通知を発出。（厚生労働省） 

 

３ ストーカー事案への対策の推進 

 ○ 平成 27 年度から、被害者等の安全を確保するための一時避難に係る経費を補助。（警

察庁） 
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４ 性犯罪への対策の推進 

 ○ 平成 29 年６月に、強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするととも

に、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなど、刑法の改正（平成 29年６月

23 日公布、同年７月 13日施行）を実施。（法務省） 

  ○ 平成 29年８月から、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながる全国共通番

号「#8103（ハートさん）」を導入。（警察庁） 

  ○ 平成 29年度に、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの整備促進

のための「性犯罪・性暴力被害者支援交付金」を創設。平成 30 年 10 月に、同センター

を 47 都道府県へ設置。（内閣府） 

  

５ 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 

 ○ 平成 29年４月に、犯罪対策閣僚会議において「子供の性被害防止プラン（児童の性的

搾取等に係る対策の基本計画）」を策定。（警察庁） 

○ 平成 29年３月に、男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会が「若年層

を対象とした性的な暴力の現状と課題～いわゆる『JK ビジネス』及びアダルトビデオ出

演強要の問題について～」を取りまとめ。同年５月に、「いわゆるアダルトビデオ出演強

要問題・『JKビジネス』問題等に関する今後の対策」を決定。平成 29 年度から、４月を

「ＡＶ出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」とし、広報啓発を実施。（内閣府） 

○ 引き続き、子どもの人権問題に関する専用電話「子どもの人権 110 番」やインターネ

ット人権相談受付窓口「子どもの人権 SOS-eメール」を全国 50か所の法務局・地方法務

局に設置し、相談に対応したほか、令和元年８月からは、名古屋法務局において、愛知県

在住者を対象とした LINEによる人権相談窓口を開設し、相談内容に応じた助言をしたほ

か、事案に応じ、人権侵犯事件としての調査・処理を実施。（法務省） 

○ 令和元年５月に「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を作成。（文部科学省） 

○ 令和元年 12月より、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」を無料化。（厚生労働省） 

○ 平成 29年度に「若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関する調査研

究事業」を実施し、報告書を作成・公表。（内閣府） 

○ 平成 27 年 10 月以降、児童を被害者等とする事案への対応において、警察、検察及び

児童相談所が連携して行う代表者聴取等の取組を推進。（警察庁、法務省、厚生労働省） 

 

６ 売買春への対策の推進 

 ○ 平成 29年度、女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラムを策定し、女子少年

院全庁で実施。（法務省） 

 

７ 人身取引対策の推進 

 ○ 「人身取引対策行動計画 2014」に基づき、関係閣僚からなる「人身取引対策推進会議」

を随時開催し、年次報告「人身取引対策に関する取組について」を決定・公表。（内閣官

房） 

 ○ 人身取引対策ポスター及びリーフレットを作成し、地方公共団体や鉄道会社、空港・

港湾、大学、高専等に配布。（内閣府） 
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８ セクシュアルハラスメント防止対策の推進 

○ 職場におけるセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働

者の責務を明確化する等、男女雇用機会均等法を改正。（令和元年６月５日公布、令和２

年６月１日施行）し、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメント等の相談をした

こと等を理由とする不利益取扱いを禁止。（厚生労働省） 

 ○ 平成 30年６月に、すべての女性が輝く社会づくり本部において「セクシュアル・ハラ

スメント対策の強化について～メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策～」

の決定。（内閣府） 

 ○ 平成 31年４月に、男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会が「セクシ

ュアル・ハラスメント対策の現状と課題」を取りまとめ。（内閣府） 

 ○ 平成 30年度から、各府省等の幹部職員及び課長級職員に対し、「e－ラーニングによる

幹部職員等のためのハラスメント防止研修」を実施。（内閣官房） 

○ 男女雇用機会均等法及び指針の周知・啓発及び職場におけるセクシュアルハラスメン

ト防止措置を講じていない企業に対しての是正指導の実施。（厚生労働省） 

○ 12 月を「ハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報・啓発を実施。（厚生労働省） 

○ ハラスメントの被害者に対する相談対応を強化するため、平日の夜間や休日に対応す

るフリーダイヤルやメールによる相談事業を実施。（厚生労働省） 

 ○ 令和元年度にスポーツ団体ガバナンスコードを策定し、スポーツ団体において選手及

び指導者等に対してコンプライアンス教育を実施すること等を求めたほか、日本スポー

ツ協会による公認スポーツ指導者養成において、セクシュアルハラスメントや性犯罪の

防止に関する内容を盛り込んだカリキュラムを実施。（文部科学省） 

 

９ メディアにおける性・暴力表現への対応 

 ○ 児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校等の現場での出前講座（e－ネットキャラ

バン）の全国での開催などインターネットの危険から児童を守るための広報啓発を実施。

（内閣府・警察庁・総務省・文部科学省） 
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８ 困難を抱えたあらゆる女性が安心して暮らせる環境の整備 

＜主な施策＞ 

１ 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 

ア 就業・生活の安定を通じた自立に向けた取組 

○ 困難を抱える方の課題は、経済的困窮をはじめとして、就労活動困難、病気、住まいの

不安定、家庭の課題、メンタルヘルス、家計管理の課題、就労定着困難、債務問題など多

岐にわたり、かつこうした課題を複数抱える者が存在。これを踏まえ、生活困窮者自立

支援法（平成 25 年法律第 105 号）（平成 27 年４月１日施行）に基づく相談支援､就労支

援､多様な就労機会の提供､居住確保支援､家計相談支援等による包括的な支援を実施。 

また、平成 31 年４月の改正法（平成 31 年４月１日施行）施行以降、各自治体におい

て着実に取組を実施。（厚生労働省） 

 ○ ひとり親家庭への支援については、地方自治体の窓口に母子・父子自立支援員に加え、

就業支援専門員を配置し、子育て・生活に関する内容から就業に関する内容まで、ワン

ストップで寄り添い型支援を行うことができる体制を整備する「ひとり親家庭への総合

的な支援のための相談窓口の強化事業」を実施。 

   また、マザーズハローワーク等において、ひとり親世帯を含む子育てをしながら就業

を目指す女性等の就職を支援。（厚生労働省） 

  

イ ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり 

 ○ 離婚時の養育費の取決めを促進するため、自治体における、弁護士等による養育費相

談の実施を支援する「養育費等支援事業」の他、養育費に係る各種手続等に関するパン

フレット等の作成、地方公共団体等において養育費相談に対応する人材の養成のための

各種研修会を実施する「養育費相談支援センター事業」を実施。（厚生労働省） 

 ○ 離婚する当事者に対して、養育費等の取決めについて解説したパンフレット（養育費

等の取決めをする際に使用する合意書のひな形も含む。）を作成し、市区町村の窓口にお

いて離婚届の用紙との同時交付を実施。 

   また、令和元年に債務者財産の開示制度の実効性を向上させるなどの民事執行法の改

正を実施。（法務省） 

 ○ 貧困等を含む児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、児童生徒の心のケアを行う

スクールカウンセラーの配置を推進。 

  また、学校を窓口として、貧困家庭の子供等を早期の段階で生活支援や福祉制度につ

なげていくことができるよう、学校等におけるスクールソーシャルワーカーの配置を推

進。（文部科学省） 

 

ウ 子供・若者の自立に向けた力を高める取組 

○ 平成 22年度から新卒応援ハローワークを設置し、学卒ジョブサポーターによる個別支

援等きめ細かな就職支援を実施。 

  フリーターについては、正規雇用化を促進するため平成 24年度からわかものハローワ

ーク等を設置し就職支援ナビゲーターによる個別支援を実施するなどの取組を実施。 

   また、いわゆるニート等の若年無業者（15 歳～39歳）について、地域若者サポートス
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テーションを全国 177 箇所設置（令和元年９月現在）し、職業的自立に向けた専門的個

別相談等の支援を実施。（厚生労働省） 

 

２ 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 

ア 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 

○ 無年金の高齢者などへの対応として、平成 29 年８月から年金の受給資格期間が 25 年

から 10 年に短縮。 

   また、年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めて

も所得が低い方々を支援するため、年間６万円を基準とし、年金に上乗せして支給する

「年金生活者支援給付金制度」が、令和元年 10月より施行。（厚生労働省） 

○ 全国の主要なハローワークに生涯現役支援窓口を設置し、高齢求職者に対して職業生

活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を総合的に実施。 

  また、シルバー人材センター事業において、女性にも馴染みやすい介護、育児等の現

役世代を支える分野や、サービス業等の人手不足分野の就業機会を拡大する取組を実施。

（厚生労働省） 

 

イ 障害者が安心して暮らせる環境の整備 

 ○ 障害者雇用促進法等に基づき、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域

障害者職業センターが中心となって、障害者と事業主双方に対し、就職準備段階から職

場定着支援まで一貫した支援を実施。 

   また、平成 25 年の障害者雇用促進法の改正（平成 30 年４月１日施行）により、平成

30 年４月１日から精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加するとともに、一般

事業主における法定雇用率について、2.0％から 2.2％に引上げを実施。 

   さらに、令和元年、障害者の活躍の場の拡大に関する措置及び国・地方公共団体にお

ける障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を内容とする障害者雇用促

進法の改正を実施。（厚生労働省） 

 

ウ 外国人が安心して暮らせる環境の整備 

 ○ 外国人の子供を対象に、公立学校や外国人学校などへの就学促進等地方公共団体の取

組を支援する定住外国人の子供の就学促進事業を実施。 

   また、日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施を

促進（学校教育法施行規則を一部改正、平成 26年４月１日施行）。（文部科学省） 

 ○ 日本で生活する外国人への就労支援についての多言語での情報提供や相談体制の整備

については、外国人が多く所在する地域のハローワーク（外国人雇用サービスコーナー

等）において、地域の特性に応じた言語の通訳員の配置や専門相談員による職業相談、

外国人が応募可能な求人開拓等により、安定的な就労の促進に向けた取組を実施。（厚生

労働省） 

 

 




